
 

第２号議案 平成20年度事業計画(案)及び収支予算(案)承認の件 

 

平 成20年 度 事 業 計 画 (案) 

自 平成20年４月 1日 

至 平成21年3月31日 

 

１ 基本方針 

     法人会の基本的指針である「よき経営者をめざすものの団体」として会員

の積極的な自己啓発を支援し、組織の強化発展と内容の充実を図り、納税意

識の向上と企業経営および社会の健全な発展に貢献するよう努めます。 

     今年度は社団化20周年を迎えることから「記念事業」を実施する等、今後

の法人会の円滑な運営を図るために必要な施策を推進します。 

     平成 18 年 6 月に「公益法人制度改革法」が公布され、平成 20 年 12 月 1

日に施行されます。当法人会も平成25年11月までに公益認定法人申請を目

指すことになります。そのため、公益性の高い事業の計画や会計処理の変

更・諸規程の整備など変更可能なものから順次実施していきます。 

 

２ 主な事業計画 

  (１)組織関係 

     会員の退会防止に努めながら、会員の増強および財政の強化・組織の充実

を図るとともに、健全な納税団体としての事業活動や機能強化に努めます。

会員の増加は財政・組織の強化に不可欠なものであるため、本年度も役員、

関係諸団体、会員の方々のご支援、ご協力を得て会員増強活動を推進します。 

    

(２)研修関係 

     研修活動は会員の自己啓発を支援するための重要事項であることから税制

改正税務研修会、新設法人税務研修会、決算税務研修会等を開催し、税務参

考資料の配付を行います。またＩＴ化時代対応の研修会や会員のニーズに応

じた研修会を行う一方、毎年開催している視察研修や講演会等も継続実施し、

会員相互の交流、異業種交流会や情報交換会の開催に努めます。 

   

(３)税制関係 

     公平、かつ中立で簡素な税制確立のため、税制に対する研究を行い、会員

の意思を結集した税制改正要望を取りまとめ、福岡県法人会連合会を通じて

全国法人会総連合へ意見具申を図り、税制改正要望大会全国大会に参加して、

会員への周知と納税意識の向上を図るとともに、現状の不具合点を探索して

的確な改正要望を表明し、全国大会で採択された要望書の実現へ向けて自治

体へ陳情することを努めます。 

     また、国税電子申告・納税システム（e-Tax）の普及促進を役員企業および

会員に対し働きかけます。 



 

(４)社会貢献関係 

     地域ごとの会員相互の協調・融和を図り、地域情報発信拠点としての機能

充実や事業活動の活性化に努めて、地域の諸団体とのバランスのとれた地域

社会貢献活動を推進します。 

「愛の献血」「管内小学校への租税教育用下敷の配布」「管内市町村新成人へ

の税に関するマンガ本の配布」等を実施することに努めます。 

     献血の実施場所を増やす等、諸団体と連携を取りながら、地域に密着した

新しい活動の計画を推進していきます。 

 

(５) 広報関係 

      広報活動は会員とのパイプ役として、情報伝達手段として、その使命は極

めて大きいと思われます。 

そこで全国法人会総連合発行の季刊誌「ほうじん」を配布するほか、優良

図書等の配布や年２回（8 月・2 月）発行の広報誌「法人会だより」の内容

充実に努めるとともに、会員への情報を積極的に提供して法人会のイメージ

アップに努めます。 

     広報誌を通じ、e-Taxの普及促進を会員に積極的に周知します。 

また、ホームページの内容充実に努め、会員の皆様方への僅少なりともお

役に立つよう誠意努力いたします。 

   

(６)福利厚生関係 

      経営者大型総合保障制度、個人保障プラン制度、経営者退職年金制度、が

ん保険制度等の福利厚生制度は、会員企業の企業防衛、経営者や幹部社員の

幅広い範囲の生活保障制度であり、その事務手数料収入は法人会の財政基盤

の確立に寄与しているものでありますので、一層の推進を図り、企業防衛の

ための福利厚生制度の推進に努めます。 

また、会員や会員従業員対象の視察研修会、ボウリング大会、フラワーア 

レンジメント講座等の福利厚生事業の実施に努めます。 

   

(７)青年部会・女性部会関係 

     青年部会は法人会の次代を担う者としての期待があり、部会員のより一層

の結束と親睦を図り、経営者としての資質の向上と企業経営の健全な発展を

図るための研修会、企業視察等を実施します。 

     女性部会は女性らしい感性と創造力で活性化を図り、部会員相互の親睦と

融和を推進しながら自己研鑽に努めます。また税務研修会や視察研修会等の

法人会活動に積極的に参加し、法人会の発展に努めます。 

 

 

 

 



 

３ 諸会議関係 

  （１）下記の会議・委員会を必要に応じて開催します。 

・定時総会    ・役員会    ・正副会長会  ・総務委員会 

・組織委員会  ・厚生委員会  ・税制委員会    ・広報委員会 

・研修委員会  ・事務局会議 

 

（２）全国法人会総連合（全法連）・福岡国税局管内法人会連合会（局連）・福岡

県法人会連合会（県連）の主催する諸事業に参加します。 


